
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
対
す
る
 
 

不
服
申
立
て
の
審
理
等
に
つ
い
て
 
 

国
税
不
服
審
判
所
平
成
六
年
一
一
月
二
五
日
裁
決
 
 
 

裁
決
事
例
集
四
八
号
一
〇
〇
頁
 
 
 

池
 
本
 
征
 
男
 
 

（
税
務
大
学
校
研
究
部
主
任
教
授
）
 
 
 



五
四
〇
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

我
が
国
の
所
得
税
法
や
法
人
税
法
は
、
納
税
義
務
の
確
定
手
続
と
し
て
、
納
税
者
自
ら
が
税
法
に
従
っ
て
所
得
や
税
額
を
計
算
し
て
 
 

国
に
申
告
し
、
こ
れ
を
納
付
す
る
こ
と
を
建
前
と
す
る
申
告
納
税
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
申
告
納
税
制
度
の
下
で
は
、
納
税
者
 
 

の
す
る
申
告
に
よ
り
第
一
次
的
に
納
税
義
務
が
確
定
し
、
そ
の
中
告
が
誤
っ
て
い
る
場
合
や
申
告
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
税
務
署
 
 

長
の
す
る
更
正
又
は
決
定
に
よ
り
第
二
次
的
に
納
税
義
務
が
確
定
す
る
（
国
税
通
則
法
〓
ハ
条
一
項
盲
）
。
納
税
申
告
書
に
記
載
し
 
 

た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
少
で
あ
る
場
合
に
は
、
納
税
者
は
修
正
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
是
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
が
（
国
税
通
則
法
完
条
一
項
）
、
そ
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
で
あ
る
場
合
に
は
、
納
税
者
自
ら
は
是
正
が
で
き
ず
、
 
 

税
務
署
長
の
職
権
発
動
を
促
す
更
正
の
請
求
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
（
国
税
通
則
法
二
三
条
一
項
）
、
更
正
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
 
 

に
は
、
税
務
署
長
が
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
調
査
し
た
上
で
、
こ
れ
を
更
正
し
又
は
更
正
を
す
べ
き
理
由
の
な
い
旨
を
通
知
す
る
 
 

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
四
項
）
。
こ
の
場
合
の
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
の
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
必
ず
 
 
 

し
も
明
ら
か
で
な
い
。
 
 
 

本
件
の
裁
決
事
例
の
主
た
る
争
占
は
、
①
売
買
契
約
を
取
り
消
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
し
た
場
合
の
課
 
 

税
関
係
、
及
び
、
②
資
産
の
譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
事
実
認
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
裁
決
事
例
を
詳
 
 

細
に
検
討
す
る
と
、
③
更
正
の
請
求
を
し
た
後
に
請
求
額
を
増
額
す
る
こ
と
は
新
た
な
更
正
の
請
求
か
又
は
理
由
の
追
加
か
、
適
法
な
 
 

更
正
の
請
求
と
不
適
法
な
更
正
の
請
求
（
請
求
期
限
の
徒
過
等
）
と
が
あ
る
場
合
に
さ
れ
た
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
 
 

処
分
」
の
性
質
と
そ
の
処
分
に
対
す
る
不
服
審
査
の
審
理
の
範
囲
及
び
違
法
性
判
断
の
基
準
時
な
ど
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
 
 
 



旨
の
通
知
処
分
」
の
不
服
審
査
に
お
け
る
審
理
上
の
難
し
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
本
件
裁
決
事
例
を
素
材
に
し
て
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
法
的
性
質
を
論
じ
た
 
 

上
、
右
処
分
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
の
審
理
上
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
①
及
び
②
の
実
体
法
の
問
題
に
つ
い
 
 

て
は
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。
 
 
 

一
事
実
の
概
要
 
 

1
 
審
査
請
求
に
至
る
経
緯
 
 
 

審
査
請
求
人
（
以
下
「
請
求
人
」
と
い
う
。
）
は
、
会
社
員
で
あ
る
が
、
平
成
二
年
一
〇
月
二
六
日
に
同
人
が
所
有
す
る
本
件
土
 
 
 

地
三
七
〇
、
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル
を
A
に
譲
渡
し
た
と
し
て
、
平
成
二
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
所
轄
税
務
署
長
に
対
し
法
定
 
 
 

申
告
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
請
求
人
は
、
譲
渡
代
金
の
回
収
不
能
を
理
由
と
し
て
、
平
成
三
年
六
月
一
二
日
に
更
正
の
 
 
 

請
求
（
以
下
「
第
一
次
更
正
の
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
た
後
、
本
件
土
地
に
係
る
売
買
契
約
を
詐
欺
を
理
由
と
し
て
取
り
消
し
た
 
 
 

と
し
て
、
平
成
四
年
四
月
四
日
に
更
正
の
請
求
（
以
下
「
第
二
次
更
正
の
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
た
。
 
 

こ
れ
に
対
し
、
所
轄
税
務
署
長
で
あ
る
原
処
分
庁
は
、
平
成
四
年
四
月
〓
ハ
日
付
で
第
一
次
更
正
の
請
求
と
第
二
次
更
正
の
請
求
 
 
 

に
つ
い
て
、
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
し
た
。
 
 

そ
こ
で
、
請
求
人
は
、
右
処
分
を
不
服
と
し
て
、
異
議
決
定
（
原
処
分
の
一
部
取
消
し
）
を
経
た
上
で
本
件
審
査
請
求
を
し
た
 
 
 

（
確
定
申
告
書
の
提
出
か
ら
裁
決
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
別
表
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）
。
 
 
 



2
 
 

五
四
二
 
 

当
事
者
の
主
張
 
 

H
 
請
求
人
の
主
張
 
 
 

原
処
分
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
違
法
で
あ
る
の
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
取
消
し
を
求
め
る
。
 
 

…
請
求
人
は
、
平
成
二
年
三
月
一
八
日
に
A
と
の
間
で
本
件
土
地
を
一
億
七
九
二
〇
万
円
で
売
買
す
る
旨
の
売
買
契
約
（
以
下
 
 
 

「
本
件
売
買
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
同
日
、
A
か
ら
手
付
金
と
し
て
壱
九
二
万
円
を
受
領
し
た
。
そ
の
後
、
請
求
 
 
 

人
と
A
は
、
平
成
二
竺
○
月
二
五
日
に
代
金
を
議
五
〇
〇
〇
万
円
に
変
更
し
、
請
求
人
は
、
翌
日
に
A
に
所
有
権
移
転
登
 
 
 

記
手
続
に
必
要
な
書
類
を
交
付
し
た
が
、
A
か
ら
残
代
金
と
し
て
支
払
わ
れ
た
B
社
（
A
が
代
表
取
締
役
）
振
出
し
の
白
地
小
 
 
 

切
手
は
不
渡
り
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
請
求
人
は
、
平
成
三
年
六
月
天
日
到
達
の
売
買
取
消
通
告
書
で
、
A
の
詐
欺
を
理
由
 
 
 

に
本
件
売
買
契
約
を
取
り
消
す
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
売
買
契
約
は
取
り
消
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
 
 
 

ら
、
課
税
原
因
で
あ
る
本
件
の
譲
渡
所
得
が
生
ず
る
余
地
は
な
い
。
 
 

∽
請
求
人
は
、
本
件
売
買
契
約
を
取
り
消
し
、
現
状
回
復
を
求
め
た
が
、
本
件
土
地
は
、
既
に
A
か
ら
第
三
者
で
あ
る
C
社
に
 
 
 

転
売
さ
れ
、
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た
た
め
、
平
成
三
年
一
二
月
四
日
に
A
を
被
告
と
す
る
損
害
賠
償
等
請
 
 
 

求
事
件
を
提
訴
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
四
年
四
月
三
〇
日
の
判
決
に
よ
り
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
本
件
売
買
残
代
 
 
 

金
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
権
（
以
下
「
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
」
と
い
う
。
）
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
本
件
損
害
賠
償
請
求
 
 
 

権
は
、
本
件
土
地
に
加
、
え
ら
れ
た
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
に
つ
き
支
払
わ
れ
る
損
害
賠
償
金
で
あ
る
か
ら
、
非
課
税
所
得
に
 
 
 

該
当
す
る
（
所
得
税
法
九
条
一
項
〓
ハ
号
）
。
 
 

刷
仮
に
、
右
の
物
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
を
得
た
こ
と
に
よ
る
所
得
は
、
そ
の
発
生
形
 
 
 



日
 
原
処
分
庁
の
主
張
 
 
 

川
 
請
求
人
は
、
本
件
土
地
の
所
有
権
を
失
っ
た
が
、
譲
渡
代
金
の
未
回
収
相
当
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
代
償
と
し
て
本
件
損
害
 
 
 

賠
償
請
求
権
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
土
地
を
有
償
譲
渡
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
所
 
 

得
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
 
 
 

刷
 
所
得
税
法
九
条
一
項
一
六
号
に
規
定
す
る
非
課
税
所
得
に
該
当
す
る
の
は
、
損
害
保
険
契
約
に
基
づ
き
支
払
を
受
け
る
保
険
 
 
 

金
及
び
損
害
賠
償
金
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
心
身
に
加
え
ら
れ
た
損
害
又
は
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産
 
 
 

に
加
、
え
ら
れ
た
損
害
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
相
当
の
見
舞
金
等
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
の
実
質
は
、
土
地
の
 
 
 

譲
渡
対
価
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
非
課
税
所
得
に
は
該
当
し
な
い
。
 
 

五
四
三
 
 
 

態
が
一
時
的
・
偶
発
的
で
あ
り
、
資
産
の
譲
渡
と
し
て
の
対
価
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
時
所
得
に
該
当
す
る
 
 
 

（
所
得
税
法
三
四
条
）
。
一
時
所
得
の
収
入
す
べ
き
時
期
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
た
日
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
所
得
 
 
 

税
基
本
通
達
三
六
－
一
三
）
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
い
ま
だ
弁
済
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
平
成
二
年
分
の
総
収
入
金
額
に
 
 
 

算
入
す
べ
き
金
額
は
、
本
件
手
付
金
一
七
九
二
万
円
の
み
で
あ
り
、
そ
の
一
時
所
得
の
金
額
は
八
二
六
万
二
〇
〇
〇
円
と
な
 
 
 

る
。
 
 

㈲
 
仮
に
、
m
か
ら
刷
ま
で
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
A
に
は
強
制
執
行
を
す
べ
き
資
産
は
な
く
、
詐
欺
罪
で
服
役
 
 
 

中
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
所
得
税
法
六
四
条
一
項
の
規
定
が
通
用
さ
れ
る
べ
き
で
 
 
 

あ
り
、
そ
の
譲
渡
所
得
の
金
額
は
九
四
二
万
円
と
な
る
。
 
 



3
 
裁
決
 
 
 

日
本
件
審
査
請
求
Ⅵ
争
点
は
、
①
売
買
契
約
を
取
り
消
し
た
こ
と
を
理
由
に
譲
渡
所
得
が
生
じ
な
い
と
い
え
る
か
、
②
本
件
損
害
 
 

賠
償
請
求
権
が
非
課
税
所
得
と
い
え
る
か
、
③
同
請
求
権
が
一
時
所
得
に
該
当
す
る
か
、
④
同
請
求
権
が
回
収
不
能
と
い
え
る
か
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

目
 
争
点
①
か
ら
③
ま
で
に
つ
い
て
 
 

川
 
請
求
人
及
び
原
処
分
庁
の
提
出
資
料
並
び
に
当
審
判
所
の
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

（
イ
）
 
請
求
人
は
、
平
成
二
年
三
月
一
八
日
に
A
と
の
間
で
本
件
売
買
契
約
を
締
結
し
、
同
日
、
A
か
ら
手
付
金
を
受
領
し
 
 

た
こ
と
 
 

（
ロ
）
 
そ
の
後
、
請
求
人
は
、
売
買
代
金
を
変
更
し
、
平
成
云
二
〇
月
二
六
日
に
所
有
権
移
転
登
記
手
続
に
必
要
な
登
記
 
 
 

五
四
四
 
 
 

囲
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
代
金
の
未
回
収
相
当
部
分
で
あ
り
、
資
産
の
譲
渡
対
価
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
譲
渡
所
 
 
 

得
に
該
当
し
、
一
時
所
得
に
は
該
当
し
な
い
。
 
 

㈲
 
所
得
税
法
に
お
い
て
譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
債
務
者
の
債
務
超
過
の
状
態
が
相
当
期
間
継
続
 
 

し
、
そ
の
貸
金
等
（
未
収
譲
渡
代
金
）
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
債
権
者
は
そ
の
債
務
者
に
 
 

対
し
、
債
務
の
免
除
額
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
要
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
所
得
税
基
本
通
達
五
一
⊥
一
、
六
 
 
 

四
⊥
）
と
こ
ろ
、
請
求
人
は
、
A
に
対
し
て
譲
渡
残
代
金
相
当
額
の
損
害
賠
償
債
務
を
免
除
し
た
事
実
が
な
い
こ
と
か
ら
、
 
 
 

現
在
は
と
も
か
く
将
来
に
わ
た
り
回
収
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 



委
任
状
及
び
印
鑑
証
明
書
等
を
A
に
交
付
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
残
代
金
と
し
て
B
社
振
出
し
の
白
地
小
切
手
を
受
 
 

領
し
た
こ
と
 
 
 

（
ハ
）
 
A
は
残
代
金
を
支
払
う
意
思
も
能
力
も
な
く
、
右
小
切
手
の
決
済
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
こ
れ
を
秘
し
請
求
人
に
誤
信
さ
せ
た
こ
と
 
 
 

（
ニ
）
 
A
は
本
件
土
地
の
所
有
名
義
を
平
成
二
年
一
〇
月
二
六
日
付
で
A
に
移
転
し
た
上
、
同
年
t
二
月
一
二
日
付
で
本
件
 
 

土
地
を
C
社
に
売
り
渡
し
、
所
有
名
義
も
移
転
し
た
こ
と
 
 
 

（
ホ
）
 
請
求
人
は
平
成
＝
亭
六
月
一
八
日
到
達
の
通
告
書
に
よ
り
本
件
売
買
契
約
を
取
り
消
す
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
 
 
 

（
へ
）
 
請
求
人
は
、
平
成
三
年
一
二
月
四
日
に
損
害
賠
償
等
請
求
事
件
を
提
訴
し
た
結
果
、
平
成
四
年
四
月
三
〇
日
に
不
法
 
 

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
つ
い
て
「
A
は
請
求
人
に
対
し
売
買
残
代
金
相
当
額
の
一
億
三
、
二
〇
八
万
円
を
支
払
 
 

、
え
」
と
の
判
決
を
得
、
同
判
決
が
確
定
し
た
こ
と
 
 

切
 
以
上
の
事
実
を
総
合
し
て
判
断
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

（
イ
）
 
請
求
人
は
本
件
売
買
契
約
を
取
り
消
し
た
か
ら
譲
渡
所
得
は
発
生
し
な
い
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
、
右
取
消
し
に
よ
り
 
 

形
式
的
に
は
本
件
売
買
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
民
法
九
六
条
一
項
、
一
二
t
条
）
が
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
を
 
 

取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
請
求
人
は
A
か
ら
残
代
金
を
受
領
し
た
と
同
様
の
経
済
的
成
果
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
が
で
 
 

き
、
同
請
求
権
の
取
得
は
、
実
質
的
に
は
土
地
の
譲
渡
の
対
偶
と
評
価
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 
 
 

（
ロ
）
 
請
求
人
は
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
の
取
得
は
非
課
税
所
得
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
所
得
税
法
九
条
l
項
〓
ハ
号
 
 

が
損
害
賠
償
金
を
非
課
税
所
得
と
し
て
い
る
趣
旨
は
、
典
型
的
な
損
害
賠
償
が
一
旦
失
わ
れ
た
価
値
を
再
び
補
て
ん
し
 
 

五
四
五
 
 
 



五
四
六
 
 

損
害
の
な
い
状
態
に
戻
す
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
に
価
値
の
取
得
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
所
得
と
観
念
す
る
こ
と
 
 

が
酷
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
損
害
賠
償
で
あ
っ
て
も
得
べ
か
り
し
利
益
が
賠
償
さ
れ
る
場
合
 
 

に
は
、
本
来
得
よ
う
と
し
た
利
益
を
取
得
し
た
の
と
同
じ
状
態
と
な
り
、
典
型
的
な
損
害
賠
償
の
よ
う
に
所
得
と
観
念
 
 

す
る
こ
と
が
酷
で
あ
る
場
合
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
同
条
項
に
規
定
す
る
「
損
害
賠
償
金
」
に
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
 
 

の
が
相
当
で
あ
る
。
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
残
代
金
相
当
額
の
賠
償
を
内
容
と
し
明
ら
か
に
得
べ
か
り
し
利
益
の
 
 

賠
償
で
あ
る
か
ら
、
非
課
税
所
得
に
該
当
し
な
い
。
 
 

（
ハ
）
 
請
求
人
は
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
の
取
得
は
一
時
所
得
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
が
、
所
得
税
法
三
四
条
は
一
時
 
 

所
得
の
要
件
と
し
て
資
産
の
譲
渡
の
対
価
と
し
て
の
性
質
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
 
 

本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
資
産
の
譲
渡
の
対
偶
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
時
所
得
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
 
 

明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

臼
 
争
点
④
に
つ
い
て
 
 
 

じ
 
請
求
人
提
出
資
料
及
び
当
審
判
所
の
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

（
イ
）
 
A
は
、
詐
欺
罪
で
平
成
五
年
一
月
一
二
日
に
懲
役
三
年
の
実
刑
判
決
を
受
け
、
服
役
中
で
あ
る
こ
と
 
 

（
ロ
）
 
A
に
は
み
る
べ
き
資
産
は
な
く
、
家
財
道
具
も
同
居
し
て
い
た
女
性
の
も
の
と
区
別
し
て
差
押
え
で
き
る
か
ど
う
か
 
 

不
明
で
あ
る
こ
と
 
 

（
ハ
）
 
A
が
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
B
社
は
、
平
成
元
年
六
月
五
日
設
立
で
以
後
t
一
期
分
だ
け
申
告
が
あ
る
が
、
繰
越
欠
損
 
 

金
が
約
六
二
四
六
万
五
千
円
あ
っ
て
、
平
成
三
年
一
〇
月
以
降
、
事
務
所
を
撤
去
し
、
実
質
的
に
は
解
散
状
態
に
な
っ
 
 
 



て
い
る
こ
と
 
 

（
ニ
）
 
A
は
、
本
件
土
地
を
C
社
に
譲
渡
し
、
そ
の
代
金
遠
六
右
九
万
四
八
八
〇
円
を
平
成
二
年
一
一
月
八
日
及
び
同
 
 

年
三
月
一
二
日
に
C
社
か
ら
受
領
し
た
が
、
そ
の
う
ち
一
億
円
を
借
入
金
の
返
済
に
充
て
て
お
り
、
残
金
の
行
方
は
 
 

不
明
で
あ
る
こ
と
 
 
 

偽
資
産
の
譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
法
律
上
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
が
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
は
当
然
 
 

で
あ
る
が
、
所
得
税
法
が
実
質
的
な
担
税
力
に
着
日
し
て
課
税
要
件
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
債
務
者
の
資
産
状
 
 

態
、
支
払
能
力
等
か
ら
み
て
債
権
の
回
収
が
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
場
合
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
請
求
人
が
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
請
求
権
が
法
律
上
 
 

消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
Ⅲ
で
認
定
し
た
諸
事
情
を
総
合
す
れ
ば
、
A
に
は
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
を
弁
済
す
 
 

る
能
力
は
な
く
、
同
請
求
権
の
回
収
は
事
実
上
不
可
能
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
本
件
の
所
得
計
算
に
お
い
て
は
、
所
得
税
法
六
四
条
一
項
を
適
用
し
、
譲
渡
所
得
の
計
算
上
t
億
三
t
一
〇
八
 
 

万
円
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
た
結
果
、
同
所
得
の
金
額
は
九
四
二
万
円
と
な
る
の
で
、
原
処
分
の
t
部
を
取
り
消
す
の
が
 
 

相
当
で
あ
る
。
 
 

二
 
研
 
究
 
 
 

1
 
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
の
審
理
上
の
問
題
 
 
 

H
 
通
常
の
場
合
の
更
正
の
請
求
と
後
発
的
事
由
の
更
正
の
請
求
 
 

五
四
七
 
 
 



五
四
八
 
 

納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
納
税
者
自
ら
が
こ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
ず
、
税
務
署
長
の
減
額
更
正
と
い
う
職
権
発
動
を
促
す
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
務
署
長
の
処
分
を
待
っ
て
減
 
 

額
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
国
税
通
則
法
二
三
条
）
。
税
務
署
長
が
調
査
し
た
結
果
、
更
正
の
請
求
に
理
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
 
 

と
き
に
は
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
が
さ
れ
る
（
国
税
通
則
法
二
三
条
四
項
）
。
こ
の
更
正
の
請
求
に
 
 

は
、
通
常
の
場
合
の
更
正
の
請
求
と
後
発
的
事
由
の
更
正
の
請
求
と
が
あ
る
。
 
 
 

通
常
の
場
合
の
更
正
の
請
求
が
で
き
る
の
は
、
納
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
（
こ
れ
ら
の
相
続
人
な
ど
の
権
利
義
務
を
包
括
し
 
 

て
承
継
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
が
「
国
税
に
関
す
る
法
律
 
 

の
規
定
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
」
又
は
「
当
該
計
算
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
」
に
よ
り
、
①
当
該
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
 
 

付
す
べ
き
税
額
（
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
更
正
後
の
税
額
）
が
過
大
で
あ
る
と
き
、
②
納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
純
損
失
等
の
 
 

金
額
（
当
該
金
額
に
関
し
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
少
で
あ
る
と
き
又
は
当
該
申
告
書
（
当
該
申
告
書
に
 
 

関
し
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
更
正
通
知
書
）
に
そ
の
金
額
の
記
載
が
な
か
っ
た
と
き
、
③
納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
還
付
金
 
 

の
額
に
相
当
す
る
税
額
（
当
該
税
額
に
閲
し
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
更
正
後
の
税
額
）
が
過
少
で
あ
る
と
き
又
は
当
該
申
告
書
 
 

（
当
該
申
告
書
に
閲
し
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
更
正
通
知
書
）
に
そ
の
税
額
の
記
載
が
な
か
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
更
正
の
請
求
は
国
税
の
法
定
申
告
期
限
か
ら
一
年
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
国
税
通
則
法
二
t
ニ
条
 
 

一
項
）
。
つ
ま
り
、
当
初
の
申
告
自
体
に
原
始
的
（
内
在
的
）
な
戦
痕
が
あ
る
場
合
に
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
一
年
以
内
に
限
っ
 
 

て
、
納
税
者
か
ら
申
告
の
誤
り
の
是
正
を
求
め
る
制
度
が
通
常
の
場
合
の
更
正
の
請
求
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
後
発
的
事
由
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
は
、
申
告
時
点
で
は
申
告
に
誤
り
が
な
か
っ
た
が
、
申
告
時
に
予
知
し
 
 
 



得
な
か
っ
た
事
態
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
そ
の
後
に
生
じ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
当
初
の
申
告
に
内
在
的
な
職
癌
は
な
 
 

か
っ
た
が
、
そ
の
後
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
、
納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
に
な
っ
た
と
き
に
、
 
 

そ
の
減
額
更
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
後
発
的
事
由
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
が
で
き
る
場
合
は
、
納
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
 
 

又
は
決
定
を
受
け
た
者
（
こ
れ
ら
の
相
続
人
な
ど
の
権
利
義
務
を
包
括
し
て
承
継
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
法
定
申
告
期
 
 

限
後
に
次
の
よ
う
な
理
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
記
①
か
ら
③
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
後
発
的
事
 
 

由
の
更
正
の
請
求
が
で
き
る
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
）
。
 
 

ィ
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
に
関
す
る
訴
、
た
つ
い
て
の
判
決
 
 
 

（
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
和
解
等
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
そ
の
計
算
の
基
礎
と
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
こ
 
 

と
が
確
定
し
た
と
き
、
そ
の
確
定
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
盲
）
。
 
 

口
 
中
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
に
当
た
っ
て
、
そ
の
申
告
を
し
又
は
決
定
を
受
け
た
者
に
 
 

帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
所
得
そ
の
他
課
税
物
件
が
他
の
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
他
の
者
に
係
る
更
正
又
は
決
定
が
 
 

ぁ
っ
た
と
き
、
そ
の
更
正
又
は
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
二
号
）
。
 
 

ハ
 
次
の
理
由
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の
理
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
三
号
、
 
 

国
税
通
則
法
施
行
令
六
条
一
項
）
。
 
 
 

（
イ
）
 
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
 
 

行
為
の
効
力
に
係
る
官
公
署
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
 
 
 

（
ロ
）
 
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
に
係
る
契
約
が
、
解
除
権
 
 

五
四
九
 
 
 



五
五
〇
 
 

の
行
使
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
若
し
く
は
当
該
契
約
の
成
立
後
生
じ
た
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
又
は
取
 
 

り
消
さ
れ
た
こ
と
 
 
 

（
ハ
）
 
帳
簿
書
類
の
押
収
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
帳
 
 

簿
書
類
そ
の
他
の
記
録
に
基
づ
い
て
国
税
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
 
 

い
て
、
そ
の
後
、
当
該
事
情
が
消
滅
し
た
こ
と
 
 
 

（
ニ
）
 
租
税
条
約
に
基
づ
き
我
が
国
と
相
手
方
当
事
国
と
の
権
限
あ
る
当
局
間
の
協
議
に
よ
り
、
先
の
申
告
、
更
正
又
は
決
 
 

定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
関
し
、
そ
の
内
容
と
異
な
る
合
意
が
行
わ
れ
た
こ
と
 
 
 

ま
た
、
後
発
的
事
由
の
更
正
の
請
求
に
は
、
国
税
通
則
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
各
税
法
に
所
定
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
 
 

り
、
所
得
税
法
で
は
、
①
事
業
廃
止
以
後
の
年
に
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
が
生
じ
た
場
合
（
法
六
三
条
）
、
②
資
産
の
譲
 
 

渡
代
金
等
の
回
収
不
能
が
生
じ
た
場
合
（
法
六
四
条
一
項
）
、
③
保
証
債
務
を
履
行
す
る
た
め
資
産
の
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
に
お
 
 

い
て
そ
の
履
行
に
伴
う
求
償
権
が
行
便
不
能
と
な
っ
た
場
合
（
法
六
四
条
二
項
）
、
④
所
得
（
事
業
等
の
所
得
を
除
く
。
）
 
の
計
算
 
 

の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
無
効
な
行
為
に
よ
り
生
じ
た
経
済
的
成
果
が
そ
の
行
為
の
無
効
で
あ
る
こ
と
に
 
 

基
因
し
て
失
わ
れ
又
は
取
消
し
得
べ
き
行
為
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
同
法
施
行
令
二
七
四
条
）
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
の
特
例
 
 

（
法
一
五
二
条
）
 
の
ほ
か
、
⑤
前
年
分
の
所
得
税
額
等
の
更
正
等
に
伴
う
更
正
の
請
求
の
特
例
（
法
一
五
三
条
）
が
あ
る
。
こ
の
 
 

場
合
の
更
正
の
請
求
は
当
該
事
実
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
同
法
一
五
二
条
、
 
 

一
五
三
条
）
。
 
 
 

更
正
の
請
求
に
つ
い
て
請
求
期
限
を
定
め
て
い
る
の
は
、
申
告
納
税
制
度
の
下
に
お
い
て
は
適
正
な
期
限
内
申
告
を
期
待
し
て
 
 
 



い
る
こ
と
、
法
律
関
係
の
早
期
安
定
、
税
務
行
政
の
能
率
的
な
運
営
等
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
（
往
こ
、
か
か
る
意
味
で
、
更
 
 

正
の
請
求
期
限
は
更
正
の
請
求
の
適
法
要
件
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
本
件
の
第
一
次
更
正
の
請
求
は
、
所
得
税
法
六
四
条
一
項
及
び
同
法
一
五
二
条
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
で
あ
り
、
 
 

法
定
申
告
期
限
か
ら
一
年
以
内
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
一
年
以
内
に
後
発
的
な
事
由
が
生
じ
た
 
 

場
合
に
は
、
通
常
の
場
合
の
更
正
の
請
求
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
東
京
高
裁
昭
和
六
1
年
七
月
三
〇
日
判
決
、
訟
務
 
 

月
報
三
三
巻
四
号
一
〇
二
三
頁
）
か
ら
、
国
税
通
則
法
二
三
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
法
な
期
間
内
に
さ
れ
た
更
正
の
請
求
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
第
二
次
更
正
の
請
求
は
、
売
買
契
約
の
取
消
し
を
理
由
と
し
て
い
る
か
ら
、
国
税
通
則
法
二
三
条
二
 
 

項
、
同
法
施
行
令
六
条
一
項
二
号
に
基
づ
く
後
発
的
事
由
の
更
正
の
請
求
と
認
め
ら
れ
る
が
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
一
年
を
経
過
 
 

し
て
お
り
、
ま
た
、
売
買
契
約
の
取
消
し
か
ら
二
月
を
経
過
し
て
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
更
正
の
請
求
期
限
を
徒
過
し
た
不
適
法
な
 
 

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
閲
し
、
本
件
の
裁
決
で
は
、
「
平
成
四
年
四
月
四
日
付
の
更
正
の
請
求
は
、
期
限
徒
過
 
 

後
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
本
来
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
が
、
原
処
分
庁
提
出
書
類
に
よ
れ
ば
、
原
処
分
庁
及
び
異
議
審
理
庁
 
 

は
特
に
期
限
徒
過
の
点
は
触
れ
ず
、
実
体
に
つ
き
審
理
し
判
断
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
当
審
査
請
求
に
お
け
る
原
処
分
 
 

庁
の
答
弁
書
に
お
い
て
も
、
上
記
更
正
の
請
求
を
平
成
三
年
六
月
一
二
日
付
更
正
の
請
求
の
理
由
の
追
加
と
し
て
扱
い
、
実
体
的
 
 

な
理
由
で
棄
却
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
権
利
救
済
機
関
た
る
当
審
判
所
に
お
い
て
、
期
限
徒
過
を
理
由
と
し
て
平
成
 
 

四
年
四
月
四
日
付
更
正
の
請
求
を
不
適
法
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
認
め
た
。
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
 
 

後
に
述
べ
る
。
 
 
 



五
五
二
 
 

〇
 
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
法
的
性
質
 
 
 

更
正
の
請
求
は
、
納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
で
あ
る
場
合
に
税
務
署
長
の
減
額
更
正
と
い
う
 
 

職
権
発
動
を
促
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
更
正
の
請
求
が
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
請
求
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
確
宇
 
 

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
り
点
は
修
正
申
告
の
場
合
と
異
な
る
。
更
正
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
、
税
誓
長
は
、
そ
の
更
正
請
求
書
 
 

に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
翌
に
よ
り
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
 
 

の
全
部
若
し
く
は
】
部
を
更
正
（
請
求
の
全
部
又
は
｝
部
を
認
容
す
る
減
額
更
正
）
し
、
又
は
そ
の
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
 
 

旨
（
請
求
の
拒
否
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
国
税
通
則
法
二
三
条
四
項
）
、
こ
の
処
分
を
待
っ
て
 
 

税
額
等
が
確
定
す
る
。
相
当
の
期
間
内
に
税
務
署
長
が
こ
れ
ら
の
誓
を
採
ら
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
晋
立
 
 

て
又
は
不
作
為
違
法
確
認
の
訴
、
を
す
る
こ
と
が
で
き
（
行
政
不
服
審
査
法
七
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
五
項
）
、
ま
た
、
更
 
 

正
の
請
求
に
基
づ
き
減
額
更
正
が
さ
れ
た
場
合
の
過
誤
納
金
に
つ
い
て
は
、
更
正
の
請
求
が
あ
っ
た
日
の
苦
か
ら
起
算
し
て
三
 
 

月
を
経
過
す
る
日
と
そ
の
更
正
が
あ
っ
た
日
の
苦
か
ら
起
算
し
て
有
を
経
過
す
る
日
と
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
還
付
加
算
 
 

金
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
国
税
通
則
法
五
入
条
壷
享
。
更
正
の
請
求
の
一
部
を
認
掌
る
更
正
（
こ
れ
に
は
 
 

「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
）
又
は
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
不
 
 

服
が
あ
る
場
合
に
は
、
不
服
申
立
て
が
で
き
る
（
国
税
通
則
法
七
五
条
）
。
 
 
 

以
上
が
更
正
の
請
求
に
対
す
る
税
務
署
長
の
行
う
処
分
の
概
要
で
あ
る
が
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
 
 

の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
高
ら
か
で
な
く
、
更
正
処
分
類
似
の
も
の
と
解
す
る
見
解
（
更
正
類
似
処
分
説
）
と
請
求
 
 

拒
否
に
当
た
る
も
の
と
解
す
る
見
解
（
請
求
拒
否
処
分
説
）
と
が
あ
る
。
前
者
の
見
解
は
、
更
正
の
請
求
は
税
務
署
長
の
減
額
更
 
 
 



正
と
い
う
職
権
発
動
を
促
す
も
の
で
あ
っ
て
、
更
正
の
請
求
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
申
告
額
が
更
正
の
請
求
額
に
置
き
代
わ
 
 

る
、
つ
ま
り
、
更
正
の
請
求
額
を
申
告
額
と
擬
制
し
、
税
務
署
長
が
そ
の
更
正
の
請
求
を
認
め
な
い
と
し
た
こ
と
は
増
額
更
正
を
 
 

し
た
も
の
と
観
念
す
る
の
で
あ
る
。
税
務
署
長
が
更
正
の
請
求
額
の
t
部
を
認
容
し
減
額
更
正
を
し
た
場
合
に
は
、
認
容
し
な
い
 
 

部
分
に
つ
い
て
増
額
更
正
を
し
た
も
の
と
観
念
し
、
こ
の
増
額
更
正
相
当
額
が
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
 
 

に
当
た
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
見
解
は
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
 
 

青
色
申
告
の
承
認
申
請
の
却
下
処
分
（
所
得
税
法
t
四
五
条
）
等
と
同
様
の
性
質
の
も
の
と
理
解
し
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
 
 

な
い
旨
の
通
知
処
分
」
は
、
税
務
署
長
が
納
税
者
の
求
め
た
更
正
の
請
求
理
由
の
存
否
を
事
理
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
が
認
め
ら
 
 

れ
な
い
と
応
答
す
る
性
質
の
も
の
に
す
ぎ
な
く
、
課
税
標
準
又
は
税
額
等
を
確
認
す
る
性
質
は
有
し
て
い
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
 
 

る
。
更
正
類
似
処
分
説
に
よ
れ
ば
、
更
正
の
請
求
を
処
理
す
る
税
務
署
長
は
、
納
税
申
告
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
課
税
標
準
等
 
 

又
は
税
額
等
が
ト
ー
タ
ル
と
し
て
過
大
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
全
面
的
に
見
直
し
、
そ
の
課
税
標
準
等
が
更
正
の
請
求
額
を
 
 

上
回
る
限
り
、
上
回
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
」
と
し
て
通
知
す
る
と
理
解
す
る
の
に
対
し
、
 
 

請
求
拒
否
処
分
説
で
は
、
税
務
署
長
は
納
税
者
が
更
正
の
請
求
を
し
た
理
由
の
存
否
の
み
を
調
査
し
、
そ
の
理
由
が
認
め
ら
れ
れ
 
 

ば
、
そ
の
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
課
税
標
準
等
が
更
正
の
請
求
額
を
上
回
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
減
額
更
正
を
す
る
、
そ
の
理
 
 

由
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
行
う
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
両
説
は
、
更
 
 

正
の
請
求
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
行
う
税
務
署
長
の
調
査
及
び
審
理
の
範
囲
等
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
相
違
が
あ
る
（
注
 
 

二
）
。
 
 
 

申
告
納
税
制
度
の
下
で
の
税
額
の
確
定
方
式
に
は
、
納
税
者
の
す
る
申
告
と
税
務
署
長
の
行
う
更
正
及
び
決
定
が
あ
る
が
（
国
 
 

五
五
三
 
 
 



五
五
四
 
 
 

税
通
則
法
一
六
条
一
項
一
号
）
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
も
課
税
標
準
等
を
認
定
し
、
税
額
等
を
確
定
さ
 
 

せ
る
機
能
を
も
つ
も
の
と
理
解
で
き
る
こ
と
（
注
三
）
、
国
税
通
則
法
二
三
条
四
項
で
は
、
「
税
務
署
長
は
、
更
正
の
請
求
が
あ
っ
 
 

た
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
つ
い
て
調
査
し
、
更
正
を
し
、
又
は
更
正
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
 
 

を
そ
の
請
求
を
し
た
者
に
通
知
す
る
」
旨
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
税
務
署
長
が
調
査
す
る
の
は
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
で
 
 

あ
っ
て
、
更
正
の
請
求
理
由
の
存
否
で
は
な
い
こ
と
、
税
務
署
長
は
、
納
税
者
の
申
告
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
は
、
調
査
に
よ
り
 
 

確
認
し
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
更
正
を
す
る
（
国
税
通
則
法
二
四
条
）
が
、
国
税
通
則
法
二
三
条
四
項
に
い
う
「
更
正
」
 
 

と
は
同
法
二
四
条
に
規
定
す
る
「
更
正
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
等
に
照
ら
す
と
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
 
 

分
」
は
更
正
類
似
処
分
の
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
大
阪
地
裁
平
成
七
年
一
〇
月
t
七
日
判
決
（
判
例
時
報
一
五
六
九
号
三
九
頁
）
で
は
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
 
 

な
い
旨
の
処
分
は
、
更
正
の
請
求
に
対
す
る
単
な
る
棄
却
処
分
で
は
な
く
、
更
正
処
分
に
準
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
当
初
 
 

申
告
額
を
増
額
す
る
内
容
の
更
正
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
後
の
更
正
処
分
に
吸
収
さ
れ
て
消
滅
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
 
 

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
え
は
、
訴
え
の
利
益
を
欠
く
も
の
と
し
て
却
下
す
べ
き
で
あ
る
。
」
 
 

と
す
る
（
注
讐
。
ま
た
、
東
京
高
裁
平
成
四
年
六
月
二
九
日
判
決
（
訟
務
月
報
三
九
巻
五
号
九
一
三
頁
）
は
、
「
更
正
の
理
由
が
 
 

な
い
旨
の
通
知
処
分
は
、
納
税
者
の
申
告
に
よ
る
税
額
等
の
減
額
を
求
め
る
更
正
の
請
求
に
対
し
、
右
税
額
等
の
減
額
を
拒
否
す
 
 

る
処
分
で
あ
り
、
通
知
処
分
に
よ
り
、
申
告
さ
れ
た
税
額
等
に
つ
い
て
減
額
を
認
め
な
い
こ
と
を
確
定
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
も
の
 
 

で
あ
る
。
右
通
知
処
分
と
増
額
更
正
処
分
と
は
、
こ
の
よ
う
に
手
続
的
に
は
別
個
独
立
の
処
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
一
の
所
得
 
 

税
の
納
税
義
務
に
か
か
わ
り
、
相
互
に
密
接
な
関
連
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
と
お
り
、
右
両
処
分
は
所
得
税
 
 
 



の
納
税
義
務
の
確
定
に
か
か
わ
る
処
分
で
あ
る
が
、
通
知
処
分
は
、
申
告
税
額
の
減
少
の
み
に
か
か
わ
る
の
に
比
し
、
増
額
更
正
 
 

処
分
は
、
納
付
す
る
べ
き
税
額
全
体
に
か
か
わ
り
、
実
質
的
に
は
申
告
税
額
等
を
正
当
で
な
い
も
の
と
否
定
し
、
こ
れ
に
増
額
変
 
 

更
を
加
え
て
税
額
の
総
額
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
増
額
更
正
処
分
の
内
容
は
、
減
額
更
正
を
し
な
い
旨
の
通
知
処
分
の
 
 

内
容
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
判
示
す
る
。
東
京
高
裁
判
決
で
は
、
「
更
正
の
理
由
が
な
い
旨
の
 
 

通
知
処
分
」
は
減
額
を
拒
否
す
る
処
分
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
後
段
で
、
右
通
知
処
分
は
所
得
税
の
納
税
義
務
に
確
定
に
か
か
 
 

わ
る
処
分
で
あ
る
と
し
、
同
一
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
「
更
正
の
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
と
「
増
額
更
正
処
分
」
と
が
 
 

さ
れ
た
場
合
に
は
、
増
額
更
正
処
分
に
吸
収
さ
れ
る
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
更
正
類
似
処
分
説
に
立
っ
て
い
る
も
 
 

の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
は
、
当
該
納
税
者
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
全
面
的
に
見
 
 

直
し
、
納
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
減
額
す
る
必
要
が
な
い
（
又
は
一
部
の
減
額
に
と
ど
め
る
）
と
 
 

い
う
意
味
で
の
更
正
処
分
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
税
務
署
長
が
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
更
正
す
る
場
合
の
更
正
処
分
 
 

と
は
や
や
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
税
務
署
長
が
更
正
の
請
求
の
処
理
に
当
た
っ
て
調
査
審
理
を
尽
く
し
た
結
 
 

果
、
納
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
正
し
い
の
か
又
は
更
正
の
請
求
に
係
る
そ
れ
が
正
し
い
の
か
真
偽
 
 

不
明
の
場
合
に
お
い
て
も
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
更
正
処
分
 
 

に
お
け
る
よ
う
に
客
観
的
な
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
申
告
納
税
制
度
は
、
 
 

納
税
者
自
ら
が
正
し
い
申
告
納
税
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
一
旦
申
告
し
た
以
上
、
そ
の
中
告
が
誤
っ
た
 
 

と
し
て
更
正
の
請
求
を
す
る
に
は
、
そ
の
正
し
い
課
税
標
準
等
を
納
税
者
自
ら
が
証
明
を
す
べ
き
で
あ
り
、
更
正
の
請
求
を
受
け
 
 

五
五
五
 
 
 



臼
 
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
の
審
理
の
範
囲
 
 

「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
法
的
性
質
に
関
し
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
更
正
類
似
処
分
説
と
請
 
 
 

求
拒
否
処
分
説
の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
こ
の
い
ず
れ
の
説
を
採
る
か
に
よ
っ
て
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
 
 
 

知
処
分
」
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
の
審
理
の
対
象
及
び
範
囲
も
異
な
っ
て
こ
よ
う
。
更
正
類
似
処
分
説
に
よ
れ
 
 
 

ば
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
は
、
納
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
 
 
 

で
あ
る
か
ど
う
か
を
全
面
的
に
見
直
し
、
結
果
と
し
て
減
額
更
正
を
す
る
必
要
が
な
い
 
（
又
は
一
部
の
減
額
更
正
を
し
、
更
正
の
 
 
 

請
求
額
の
一
部
を
認
容
し
な
い
）
と
す
る
処
分
で
あ
る
か
ら
、
不
服
申
立
て
の
審
理
の
対
象
も
当
該
納
税
者
の
ト
ー
タ
ル
と
し
て
 
 
 

の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
で
あ
り
、
下
限
を
更
正
の
請
求
額
と
し
、
上
限
を
申
告
額
（
更
正
が
あ
っ
た
場
合
は
更
正
後
の
金
 
 
 

額
）
と
す
る
そ
の
間
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
審
理
の
範
囲
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
議
審
理
庁
又
は
裁
決
庁
で
あ
る
国
 
 
 

税
不
服
審
判
所
長
に
お
い
て
審
理
を
し
た
結
果
、
仮
に
更
正
の
請
求
理
由
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
他
に
、
課
税
標
準
 
 
 

等
又
は
税
額
等
の
申
告
漏
れ
が
確
認
で
き
れ
ば
、
当
該
不
服
申
立
て
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
請
 
 
 

求
拒
否
処
分
説
に
よ
れ
ば
、
当
該
納
税
者
の
個
々
の
更
正
の
請
求
事
由
の
存
否
が
不
服
申
立
て
の
審
理
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
 
 
 

か
ら
、
異
議
審
理
庁
又
は
裁
決
庁
で
あ
る
国
税
不
服
審
判
所
長
に
お
い
て
審
理
を
し
た
結
果
、
更
正
の
請
求
の
理
由
が
存
在
す
る
 
 
 

五
五
六
 
 
 

た
税
務
署
長
が
調
査
を
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
更
正
の
請
求
額
が
正
し
い
と
の
心
証
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
減
額
更
正
 
 

を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
場
合
に
は
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
注
 
 

五
）
。
 
 



こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
余
を
審
理
す
る
ま
で
も
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
は
取
り
消
す
こ
と
に
な
 
 

ろ
う
。
 
 
 

「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
の
実
務
の
取
扱
い
は
、
異
議
審
理
庁
 
 

又
は
国
税
不
服
審
判
所
長
の
審
理
の
い
ず
れ
も
、
右
通
知
処
分
を
申
告
額
に
基
づ
く
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
正
当
と
す
る
確
 
 

認
行
為
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
更
正
の
請
求
の
全
部
又
は
t
部
を
認
め
る
異
議
決
定
又
は
裁
決
を
す
る
場
合
に
は
、
異
議
決
定
書
 
 

又
は
裁
決
書
の
主
文
に
お
い
て
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
旨
を
記
載
 
 

（
別
紙
に
「
取
消
額
等
計
算
書
」
を
添
付
）
す
る
こ
と
と
し
、
処
分
庁
で
あ
る
税
務
署
長
に
こ
れ
を
差
し
戻
し
、
改
め
て
税
務
署
 
 

長
が
処
分
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
更
正
類
似
処
分
説
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
は
、
税
務
署
長
が
更
正
の
請
求
に
対
し
適
法
性
の
要
件
審
査
 
 

を
行
っ
た
結
果
、
例
え
ば
、
期
限
徒
過
等
の
手
続
的
要
件
を
欠
く
と
し
て
、
実
質
審
理
（
実
体
判
断
）
を
せ
ず
に
処
分
（
却
下
に
 
 

相
当
す
る
処
分
）
を
行
う
場
合
と
、
税
務
署
長
が
実
質
審
理
を
行
っ
た
上
で
更
正
の
請
求
の
実
体
的
要
件
が
認
め
ら
れ
ず
更
正
の
 
 

理
由
が
な
い
と
判
断
し
て
行
う
処
分
（
棄
却
に
相
当
す
る
処
分
）
と
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
前
者
の
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
 
 

に
、
そ
の
不
服
申
立
て
の
審
理
に
当
た
っ
た
裁
決
庁
が
更
正
の
請
求
は
手
続
的
に
適
法
で
あ
り
、
実
質
審
理
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
 
 

と
認
め
た
と
き
は
、
裁
決
庁
自
身
は
実
質
審
理
を
行
わ
ず
に
右
処
分
を
取
り
消
し
、
原
処
分
庁
が
国
税
通
則
法
l
〇
二
条
二
項
の
 
 

規
定
に
従
い
、
再
度
、
更
正
の
請
求
に
対
す
る
処
分
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
 
 

分
」
は
請
求
拒
否
処
分
説
に
よ
る
（
た
だ
し
、
原
処
分
庁
が
実
質
審
理
を
し
て
い
る
場
合
は
更
正
類
似
処
分
説
に
よ
る
）
の
が
相
 
 

当
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
注
六
）
。
国
税
通
則
法
t
一
三
条
四
項
は
、
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
調
査
し
た
上
で
「
更
正
 
 

五
五
七
 
 
 



五
五
八
 
 
 

を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
」
を
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
適
法
な
更
正
の
請
求
を
前
提
と
し
た
規
定
で
あ
る
か
 
 

ら
、
不
適
法
な
更
正
の
請
求
に
対
し
て
は
、
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
調
査
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
 
 

い
旨
の
通
知
処
分
」
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
実
務
上
は
、
不
適
法
な
更
正
の
請
求
に
対
し
て
も
、
嘆
願
書
と
し
て
扱
い
、
 
 

課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
調
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
不
適
法
な
更
正
の
請
求
に
対
し
て
課
税
標
準
等
又
 
 

は
税
額
等
の
実
質
審
理
を
行
わ
ず
に
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
が
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
、
行
政
不
服
審
 
 

査
段
階
で
適
法
な
更
正
の
請
求
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
請
求
拒
否
処
分
説
が
妥
当
す
る
と
す
る
右
見
解
は
、
傾
聴
に
催
す
る
 
 

も
の
と
い
え
よ
う
（
行
政
不
服
蕃
査
の
段
階
で
差
し
戻
し
、
改
め
て
、
処
分
庁
が
更
正
の
請
求
理
由
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
実
 
 

質
的
な
審
理
を
し
た
上
で
、
再
度
処
分
を
す
る
と
い
う
差
戻
審
に
相
当
す
る
よ
う
な
結
論
は
、
簡
易
迅
速
な
権
利
救
済
と
い
う
面
 
 

か
ら
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
残
り
、
筆
者
は
、
こ
の
結
論
に
つ
い
て
は
に
わ
か
に
賛
同
し
が
た
い
）
。
 
 
 

学
説
の
中
に
も
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
の
性
質
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
が
、
請
求
に
か
か
る
課
税
 
 

標
準
等
又
は
税
額
等
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
な
さ
れ
る
処
分
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
棄
却
処
分
で
は
な
く
、
数
額
に
関
す
る
一
 
 

種
の
更
正
処
分
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
更
正
の
請
求
が
期
限
徒
過
等
形
式
要
件
を
欠
く
場
合
に
も
、
実
務
上
更
 
 

正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
発
し
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
却
下
処
分
の
性
質
を
有
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
 
 

う
。
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
（
注
七
）
、
更
正
の
請
求
が
適
法
要
件
を
備
え
て
い
な
い
場
合
に
さ
れ
た
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
 
 

い
旨
の
通
知
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
更
正
類
似
処
分
説
を
取
り
得
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
更
正
 
 

を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
却
下
相
当
の
場
合
と
棄
却
相
当
の
場
合
と
に
区
別
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
「
却
下
 
 

の
場
合
に
は
、
取
消
判
決
に
よ
っ
て
処
分
の
や
り
直
し
が
な
さ
れ
る
の
に
射
し
、
棄
却
の
場
合
に
は
、
既
に
行
政
の
第
一
次
的
判
 
 
 



断
権
が
行
催
さ
れ
た
も
の
と
み
て
、
裁
判
所
自
体
が
判
決
主
文
に
お
い
て
正
し
い
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
確
定
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
無
名
抗
告
訴
訟
と
し
て
の
義
務
づ
け
訴
訟
を
肯
定
す
る
場
合
に
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
な
 
 

が
ら
も
、
「
通
則
法
が
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
う
え
、
右
通
知
が
違
法
と
し
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
処
分
の
や
り
直
し
が
 
 

あ
る
の
で
、
こ
の
t
一
つ
の
区
別
を
す
る
実
益
は
少
な
い
も
の
と
い
え
る
。
」
と
し
た
上
で
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
 
 

知
処
分
」
を
確
定
行
為
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
注
入
）
。
こ
の
見
解
は
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
 
 

い
旨
の
通
知
処
分
」
 
の
法
的
性
質
を
請
求
拒
否
処
分
説
に
よ
り
理
解
し
、
右
処
分
の
取
消
判
決
に
よ
り
更
正
の
請
求
を
復
活
さ
 
 

せ
、
そ
の
判
決
の
拘
束
力
に
よ
っ
て
改
め
て
税
務
署
長
が
更
正
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

裁
判
例
で
は
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
が
取
り
消
さ
れ
た
事
例
は
少
な
く
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
仙
台
 
 

高
裁
昭
和
五
九
年
一
一
月
t
二
日
判
決
（
税
務
訴
訟
資
料
一
四
〇
号
二
〇
九
頁
）
は
、
主
文
に
お
い
て
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
 
 

な
い
旨
の
通
知
処
分
を
取
り
消
す
」
と
掲
げ
て
お
り
、
取
り
消
す
べ
き
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
明
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
事
 
 

案
は
、
確
定
申
告
に
お
い
て
租
税
特
別
措
置
法
二
六
条
の
規
定
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
所
得
計
算
の
特
例
）
を
適
用
し
て
所
得
 
 

金
額
を
算
出
し
た
場
合
に
、
更
正
の
請
求
に
お
い
て
実
額
計
算
に
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
 
 

り
、
更
正
の
請
求
の
適
法
要
件
に
関
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
の
で
、
こ
の
判
決
は
、
却
下
相
当
の
場
合
の
「
更
正
を
す
べ
き
理
 
 

由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
請
求
拒
否
処
分
説
に
よ
り
理
解
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
注
 
 

九
）
。
 
 
 



五
六
〇
 
 

輯
 
本
件
裁
決
事
例
に
お
け
る
審
理
の
範
囲
等
 
 
 

「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
更
正
類
似
処
分
説
と
請
求
 
 

拒
否
処
分
説
と
の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
更
正
類
似
処
分
説
に
よ
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
が
、
更
正
の
請
求
が
不
 
適
法
で
 

あ
る
場
合
に
さ
れ
た
却
↑
相
当
の
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
請
求
拒
否
処
分
説
を
 
採
 

る
有
力
な
見
解
が
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
本
件
の
裁
決
事
例
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
第
表
更
正
の
請
求
は
適
法
な
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
更
正
の
請
 
 

求
は
期
間
を
徒
過
し
宗
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
処
分
庁
は
、
第
】
次
更
正
の
請
求
と
第
二
次
更
正
の
請
求
と
を
併
せ
 
 

た
と
こ
ろ
で
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
し
、
国
税
不
服
審
判
所
長
は
、
第
二
次
更
正
の
請
求
は
期
限
徒
 
過
後
 

に
さ
れ
た
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
不
漂
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
し
て
第
二
次
更
正
の
請
求
に
係
る
 
処
 

分
を
も
審
理
の
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
り
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
 
 

な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
対
し
て
不
服
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
の
審
理
の
範
囲
は
、
更
正
類
似
処
分
説
に
よ
れ
ば
、
更
正
の
請
求
 
額
（
適
 

法
な
更
正
の
請
求
額
）
が
申
告
額
に
、
申
告
額
が
更
正
額
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
代
わ
る
と
観
念
し
た
う
、
そ
下
限
を
更
正
 
 

の
請
求
額
、
上
限
を
申
告
額
と
の
間
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
と
な
る
の
で
、
本
件
事
例
の
場
合
の
「
分
離
課
税
の
長
期
譲
渡
 
所
得
 

の
金
額
」
で
み
る
と
、
第
－
次
更
正
の
請
求
額
で
あ
る
…
三
万
六
五
〇
円
と
異
議
決
定
に
よ
る
減
額
後
の
金
額
遠
四
 
孟
 

○
万
円
の
間
が
審
理
の
範
囲
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仮
に
、
更
正
の
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
場
合
に
さ
れ
た
却
下
相
当
の
 
「
 

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
に
つ
い
て
請
求
拒
否
処
分
説
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
の
事
例
の
場
合
は
、
 
適
 

法
な
第
】
次
更
正
の
請
求
と
不
適
法
な
第
二
次
更
正
の
請
求
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
更
正
の
請
求
に
対
し
て
「
更
正
を
す
べ
き
理
 
 
 



由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
不
服
申
立
て
の
審
理
の
範
囲
は
右
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 
 
 

本
件
裁
決
書
に
よ
る
と
、
国
税
不
服
審
判
所
長
は
、
原
処
分
庁
が
実
体
的
な
理
由
で
棄
却
を
求
め
る
答
弁
を
し
て
い
る
こ
と
を
 
 

根
拠
に
、
第
二
次
更
正
の
請
求
を
不
適
法
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
す
る
が
、
原
処
分
庁
が
主
文
で
「
棄
却
」
を
求
め
た
と
 
 

い
う
こ
と
は
、
減
額
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、
手
続
的
適
法
要
件
の
不
備
を
問
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
も
 
 

な
か
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
根
拠
に
本
来
手
続
的
に
不
適
法
な
更
正
の
請
求
を
適
法
な
も
の
と
す
る
理
由
も
見
つ
け
が
た
い
（
仮
 
 

に
、
原
処
分
庁
が
更
正
請
求
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
占
だ
つ
い
て
看
過
し
た
と
し
て
も
、
請
求
期
間
徒
過
の
手
続
上
の
戦
痕
が
治
 
 

ゆ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
）
。
国
税
不
服
審
判
所
長
が
権
利
救
済
機
関
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
理
由
付
け
も
苦
し
い
。
国
 
 

税
不
服
審
判
所
長
の
立
場
は
、
原
処
分
庁
が
t
一
つ
の
更
正
の
請
求
に
対
し
、
一
つ
の
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
 
 

分
」
を
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
処
分
の
適
否
を
審
理
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
、
こ
の
処
分
に
却
下
相
当
の
も
の
と
棄
却
相
当
 
 

の
も
の
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
分
割
し
て
判
断
す
る
の
は
相
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
更
正
 
 

を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
の
性
質
を
更
正
類
似
処
分
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
更
正
の
請
求
に
係
る
理
由
を
差
し
替
 
 

ぇ
る
こ
と
も
、
追
加
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
か
ら
、
本
件
の
第
二
次
更
正
の
請
求
は
、
原
処
分
庁
の
主
張
す
る
と
お
り
、
第
一
次
 
 

更
正
の
請
求
の
理
由
の
追
加
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
（
た
だ
し
、
請
求
額
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
拡
大
部
分
に
つ
い
て
新
た
な
 
 

更
正
の
請
求
が
さ
れ
た
も
の
と
み
ぎ
る
を
得
な
い
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
理
由
の
当
否
も
判
断
す
る
が
、
 
 

ぁ
く
ま
で
も
審
理
の
範
囲
は
適
法
な
更
正
の
請
求
額
（
第
一
次
更
正
の
請
求
額
）
と
申
告
額
（
異
議
決
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
後
 
 

の
金
額
）
と
の
間
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
件
事
例
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
本
件
売
買
契
約
の
取
 
 

消
し
に
よ
り
譲
渡
所
得
が
消
滅
し
た
か
ど
う
か
は
審
理
の
対
象
と
す
る
が
、
仮
に
、
譲
渡
所
得
の
消
滅
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
 
 

五
六
一
 
 
 



国
 
不
服
審
査
に
お
け
る
違
法
性
の
判
断
基
準
時
（
後
発
的
事
由
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
に
係
る
処
分
の
場
合
）
 
 
 

本
件
の
請
求
人
は
、
資
産
の
譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
一
次
更
正
の
請
求
を
し
、
そ
の
後
、
本
件
 
 
 

売
買
契
約
の
取
消
し
を
理
由
と
し
て
第
二
次
更
正
の
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
裁
決
で
は
、
前
記
一
の
3
の
臼
の
と
お
り
、
資
産
の
 
 
 

譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
原
処
分
の
一
部
を
取
り
消
し
て
い
る
。
所
得
税
法
六
四
条
一
項
で
は
、
事
業
 
 
 

所
得
を
除
く
各
種
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
収
入
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
 
 
 

た
場
合
等
に
は
、
そ
の
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
金
額
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
は
、
そ
の
所
得
の
金
額
の
計
 
 
 

算
上
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
資
産
の
譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
 
 
 

債
権
が
法
律
上
消
滅
し
た
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
債
務
者
の
資
産
状
況
、
支
払
能
力
等
か
ら
み
て
そ
の
回
収
が
事
実
上
不
可
能
な
場
 
 
 

合
を
も
含
ま
れ
る
か
ら
（
名
古
屋
地
裁
平
成
二
年
〓
月
三
〇
日
判
決
、
行
政
事
件
裁
判
例
集
四
一
巻
一
一
一
二
号
一
九
二
一
 
 
 

貫
、
な
お
、
所
得
税
基
本
通
達
五
一
－
一
二
参
照
）
、
本
件
裁
決
が
一
般
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
回
収
不
能
の
判
断
基
準
に
つ
い
 
 
 

て
は
異
論
が
な
か
ろ
う
。
 
 
 

本
件
の
事
例
の
場
合
、
請
求
人
は
、
更
正
の
請
求
時
点
又
は
処
分
時
点
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
を
し
て
い
る
か
ら
、
債
権
が
 
 
 

法
律
上
消
滅
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
そ
の
時
点
で
債
権
が
事
実
上
回
収
不
能
で
あ
る
か
否
か
が
争
 
 
 

五
六
二
 
 
 

も
、
裁
決
に
よ
る
取
消
額
は
、
第
一
次
更
正
の
請
求
額
に
と
ど
ま
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
本
件
裁
決
が
本
件
第
 
 

一
次
更
正
の
請
求
額
を
下
回
っ
て
取
り
消
し
て
い
る
結
論
に
は
疑
問
が
あ
る
。
本
件
第
一
次
更
正
の
請
求
額
を
下
回
る
こ
と
が
判
 
 

明
し
た
場
合
に
は
、
本
来
的
に
は
、
税
務
署
長
が
職
権
で
減
額
更
正
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 



点
と
な
る
。
本
件
は
、
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
詐
欺
に
あ
っ
た
事
案
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
課
税
を
維
持
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
 
 

い
と
い
う
心
証
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
、
前
記
t
の
3
の
（
三
）
イ
に
掲
げ
る
認
定
事
 
 

実
を
も
っ
て
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
が
事
実
上
回
収
不
能
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
は
、
や
や
物
足
り
な
さ
を
感
ず
る
。
裁
決
の
認
 
 

定
事
実
に
い
う
詐
欺
罪
で
服
役
中
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
原
処
分
段
 
 

階
で
は
生
じ
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
（
別
表
2
の
「
事
実
関
係
等
の
経
緯
」
参
照
）
。
後
発
的
事
由
の
更
正
の
請
求
は
、
既
に
述
 
 

べ
た
よ
う
に
、
法
に
定
め
る
更
正
の
請
求
事
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
t
一
月
以
内
に
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
 
 

ら
、
本
来
的
に
は
、
更
正
の
請
求
時
点
で
後
発
的
事
由
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
税
務
署
長
 
 

が
更
正
の
請
求
を
処
理
す
る
際
に
、
既
に
後
発
的
事
由
が
生
じ
て
い
れ
ば
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
 
 

す
る
こ
と
な
く
、
減
額
更
正
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
処
分
時
点
に
お
い
て
後
発
的
事
由
が
生
じ
て
な
く
、
「
更
 
 

正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
が
さ
れ
た
後
に
後
発
的
事
由
が
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
異
議
決
定
又
は
裁
決
で
原
 
 

処
分
を
取
り
消
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
所
得
税
法
六
四
条
一
項
で
は
、
回
収
不
能
の
金
額
は
「
所
得
の
金
額
の
計
算
上
な
 
 

か
っ
た
も
の
と
み
な
す
」
旨
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
本
件
の
事
例
の
よ
う
に
譲
渡
代
金
が
回
収
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
所
 
 

得
が
遡
及
的
に
消
滅
し
た
こ
と
に
な
り
（
注
一
〇
）
、
し
た
が
っ
て
、
先
に
さ
れ
た
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
の
な
い
旨
の
通
知
処
 
 

分
」
も
遡
及
的
に
違
法
と
な
る
と
い
う
解
釈
（
注
一
こ
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
こ
の
点
、
所
得
税
法
六
四
条
二
項
に
規
 
 

定
す
る
保
証
債
務
の
履
行
に
伴
う
求
償
権
の
行
使
不
能
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
計
算
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
同
条
三
項
で
申
告
要
 
 

件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
解
釈
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
）
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
て
ば
、
本
件
事
例
に
お
い
て
も
、
裁
 
 

決
時
点
で
回
収
不
能
の
事
実
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
得
が
遡
及
的
に
消
滅
し
た
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
原
処
 
 

五
六
三
 
 
 



五
六
四
 
 
 

分
は
課
税
根
拠
を
欠
く
と
す
る
結
論
が
相
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
所
得
税
法
一
五
二
条
で
は
、
確
定
申
告
後
に
譲
渡
代
金
 
 

等
の
回
収
不
能
の
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
は
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
の
観
点
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
更
正
の
 
 

請
求
の
排
他
性
の
問
題
（
注
一
二
）
の
ほ
か
、
行
政
不
服
審
査
は
行
政
庁
の
違
法
又
は
不
当
な
処
分
に
対
す
る
救
済
制
度
（
行
政
 
 

不
服
審
査
法
一
条
、
国
税
通
則
法
八
〇
条
参
照
）
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
な
お
問
題
が
残
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
行
政
処
分
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
は
、
処
分
が
さ
れ
た
時
か
ら
判
決
ま
で
の
間
に
、
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
 
 

事
実
関
係
が
変
化
し
た
り
、
処
分
の
根
拠
法
規
が
改
廃
さ
れ
た
り
し
た
場
合
、
い
ず
れ
の
時
点
の
事
実
関
係
や
法
規
を
基
準
と
し
 
 

て
当
該
処
分
の
違
法
性
を
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
「
違
法
性
の
判
断
の
基
準
時
」
の
問
題
の
議
論
が
あ
り
、
処
分
の
行
わ
れ
た
時
 
 

点
で
の
事
実
関
係
又
は
法
令
を
基
準
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
処
分
時
説
」
と
、
口
頭
弁
論
終
結
時
の
そ
れ
を
基
準
 
 

と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
判
決
時
説
」
と
の
対
立
が
あ
る
（
注
一
三
）
。
判
例
・
通
説
は
処
分
時
説
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
 
 

論
拠
は
、
「
行
政
訴
訟
は
司
法
的
事
後
審
査
で
あ
り
、
裁
判
所
は
行
政
処
分
が
違
法
に
行
わ
れ
た
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
も
の
で
 
 

あ
っ
て
、
弁
論
終
結
時
に
裁
判
所
が
行
政
庁
の
立
場
に
立
ち
、
い
か
な
る
処
分
を
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
の
は
、
 
 

行
政
庁
の
第
一
次
的
判
断
権
を
侵
す
こ
と
と
な
り
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
（
注
一
四
）
。
 
 
 

右
の
よ
う
な
行
政
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
判
断
の
基
準
時
に
関
す
る
通
説
に
従
う
限
り
、
更
正
の
請
求
に
係
る
処
分
時
に
お
い
 
 

て
後
発
的
な
更
正
請
求
事
由
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
異
議
決
定
又
は
裁
決
時
点
で
そ
の
事
由
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
不
服
 
 

申
立
て
は
棄
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
注
一
五
）
。
本
件
の
裁
決
は
、
裁
判
所
の
行
う
司
法
審
査
と
異
な
り
行
政
機
関
の
審
査
で
 
 

あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
処
分
時
説
に
よ
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
よ
う
が
、
更
正
の
請
求
は
、
本
来
的
に
 
 

は
、
更
正
の
請
求
時
点
で
請
求
事
由
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
更
正
の
請
求
に
係
る
処
 
 
 



2
 
本
件
事
案
の
そ
の
他
の
問
題
－
売
買
契
約
を
取
り
消
し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
関
 
 
 

係
 
 
 

譲
渡
所
得
は
所
有
資
産
が
他
に
移
転
す
る
機
会
に
そ
の
借
上
り
益
に
つ
い
て
課
税
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
得
税
法
三
三
条
一
項
に
 
 
 

い
う
「
譲
渡
」
と
は
、
売
買
の
ほ
か
、
交
換
、
代
物
弁
済
、
物
納
、
競
売
、
公
売
、
収
用
等
に
よ
る
資
産
の
移
転
を
含
む
広
い
概
念
 
 

五
六
五
 
 
 

分
の
不
服
審
査
に
お
い
て
は
、
異
議
決
定
又
は
裁
決
時
点
で
そ
の
事
由
が
生
じ
て
お
れ
ば
よ
い
と
す
る
結
論
も
理
論
的
で
な
い
。
 
 

ま
た
、
国
税
不
服
審
判
所
は
、
権
利
救
済
機
関
で
は
あ
る
が
、
執
行
機
関
か
ら
独
立
し
た
争
訟
裁
断
に
当
た
っ
て
の
事
後
審
査
機
 
 

関
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
行
政
の
第
一
次
判
断
権
の
尊
重
と
い
う
観
点
を
無
視
し
得
ず
、
裁
決
時
点
で
更
正
請
求
事
由
が
生
じ
 
 

て
い
れ
ば
、
原
処
分
を
取
消
し
得
る
と
す
る
結
論
は
、
現
行
法
の
解
釈
か
ら
は
難
し
い
も
の
と
考
え
る
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
最
高
裁
判
所
昭
和
五
七
年
二
月
二
三
日
判
決
（
民
集
三
六
巻
二
号
二
一
五
頁
）
で
は
、
青
色
申
告
承
認
取
消
処
分
 
 

後
に
繰
越
欠
損
金
の
損
金
算
入
を
否
認
し
た
法
人
税
の
更
正
処
分
が
さ
れ
、
そ
の
後
、
石
膏
色
申
告
承
認
取
消
処
分
が
取
り
消
さ
 
 

れ
た
場
合
に
、
右
更
正
処
分
の
無
効
確
認
訴
訟
に
お
い
て
繰
越
欠
損
金
の
損
金
算
入
を
無
効
事
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
処
分
者
で
あ
る
納
税
者
と
し
て
は
、
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
の
規
定
に
よ
 
 

り
所
定
の
期
間
内
に
限
り
減
額
更
正
の
請
求
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
納
税
者
の
救
済
は
、
専
ら
右
更
正
の
請
求
 
 

に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
（
注
一
六
）
。
 
 
 

本
件
に
お
け
る
実
務
的
な
解
決
と
し
て
は
、
不
服
申
立
て
を
棄
却
し
た
上
で
、
改
め
て
税
務
署
長
に
対
し
更
正
の
請
求
書
又
は
 
 

嘆
願
書
（
期
限
徒
過
の
場
合
）
を
提
出
す
る
よ
う
な
方
法
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 



五
六
六
 
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
譲
渡
所
得
の
金
額
は
、
当
該
所
得
に
係
る
総
収
入
金
額
か
ら
取
得
費
及
び
譲
渡
費
用
等
を
控
除
し
て
計
算
し
 
 

（
所
得
税
法
三
三
条
三
項
）
、
収
入
す
べ
き
金
額
に
は
、
金
銭
以
外
の
物
又
は
権
利
そ
の
他
経
済
的
利
益
を
含
む
と
さ
れ
て
い
る
か
 
 

ら
（
所
得
税
法
三
六
条
一
項
）
、
譲
渡
所
得
は
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
現
実
の
収
入
金
額
や
補
償
金
等
の
経
済
的
利
益
に
基
づ
 
 

い
て
算
出
さ
れ
る
建
前
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
土
地
の
売
買
契
約
は
、
取
消
し
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
所
 
 

有
資
産
の
移
転
に
伴
い
損
害
賠
償
請
求
権
と
い
う
権
利
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
譲
渡
所
得
が
生
ず
る
こ
と
は
裁
決
の
と
お
り
で
あ
 
 

る
（
注
一
七
）
。
 
 
 

請
求
人
は
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
不
法
行
為
に
基
因
し
て
支
払
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
課
税
所
得
に
該
当
す
る
と
 
 

主
張
す
る
が
、
所
得
税
法
九
条
姦
〓
ハ
号
、
同
法
施
行
令
三
〇
条
に
い
う
非
課
税
と
さ
れ
る
損
害
賠
償
金
は
、
不
法
行
為
そ
の
他
 
 

突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産
そ
の
も
の
に
加
、
ろ
ら
れ
た
損
害
、
す
な
わ
ち
、
資
産
の
消
滅
や
損
壊
等
の
資
産
の
価
値
の
減
少
が
生
 
 

じ
、
こ
れ
を
補
填
す
る
金
員
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
を
い
う
（
注
文
）
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
、
売
買
契
約
が
無
 
 

効
と
な
り
、
そ
の
残
代
金
相
当
額
を
補
填
す
る
意
味
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
 
 

に
、
資
産
の
消
滅
や
価
値
の
減
少
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
収
用
等
の
契
約
に
基
づ
く
補
償
金
等
は
、
譲
渡
所
得
と
し
て
課
税
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
所
得
税
法
施
行
令
九
五
条
）
。
 
 

な
お
、
釧
路
地
裁
平
成
四
年
三
月
右
目
判
決
（
税
務
訴
訟
資
料
一
八
八
号
六
六
六
頁
）
で
は
、
工
場
廃
液
に
よ
る
農
地
の
汚
染
 
 

が
生
じ
た
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
工
場
に
農
地
を
買
い
取
ら
せ
た
事
案
に
つ
き
、
原
告
は
、
受
領
し
た
金
額
の
う
ち
、
〓
疋
の
金
額
が
 
 

損
害
賠
償
金
で
あ
り
、
非
課
税
で
あ
る
旨
主
張
し
た
が
、
そ
の
汚
染
に
よ
る
資
産
価
値
の
減
少
部
分
を
客
観
的
に
算
定
す
る
こ
と
は
 
 

困
難
で
あ
り
、
売
買
交
渉
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
当
事
者
間
で
全
息
し
た
金
額
が
右
農
地
の
譲
渡
代
金
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
。
 
 
 



（
注
一
）
 
志
場
喜
徳
郎
ほ
か
「
国
税
通
則
法
精
解
」
（
平
成
八
年
改
訂
）
三
〇
七
頁
 
 

（
注
二
）
 
更
正
を
す
べ
き
理
由
の
な
い
旨
の
通
知
処
分
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
に
、
「
訟
務
座
談
会
（
平
成
三
年
 
 

の
回
顧
）
」
（
訟
務
月
報
三
八
巻
t
号
別
冊
所
収
）
二
〇
九
頁
以
下
が
あ
る
。
 
 

（
注
三
）
 
更
正
の
請
求
の
一
部
を
認
容
し
て
減
額
更
正
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
減
額
部
分
に
つ
い
て
税
額
等
を
確
定
さ
せ
る
機
能
を
 
 

も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
」
を
す
る
場
合
に
は
、
申
告
に
係
る
税
額
等
を
減
額
 
 

し
な
い
と
い
う
意
味
で
同
様
な
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 

（
注
四
）
 
神
戸
地
裁
平
成
四
年
一
二
月
二
五
日
判
決
（
税
務
訴
訟
資
料
一
九
三
号
一
一
五
五
頁
）
も
同
旨
 
 

（
注
五
）
 
京
都
地
裁
昭
和
四
九
年
四
月
一
九
日
判
決
（
詮
務
月
報
二
〇
巻
八
号
一
〇
九
頁
）
で
は
、
更
正
の
請
求
に
対
し
て
税
務
署
長
 
 

が
行
う
調
査
手
続
に
つ
い
て
は
、
「
申
告
内
容
が
真
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
主
張
立
証
が
な
い
限
り
、
そ
の
納
税
者
 
 

の
提
出
し
た
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
所
得
金
額
等
を
そ
の
ま
ま
正
当
な
も
の
と
し
て
、
納
付
す
べ
き
税
額
を
そ
の
申
告
ど
お
り
 
 

確
定
す
れ
ば
足
り
、
請
求
者
に
対
す
る
通
知
書
に
も
こ
の
旨
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
 
 

場
合
に
は
、
税
務
署
長
は
納
税
者
の
真
実
の
所
得
金
額
等
ま
で
認
定
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
 
 

て
、
税
務
署
長
が
そ
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
従
い
納
税
者
の
所
得
金
額
等
を
具
体
的
に
認
定
し
て
行
う
更
正
又
は
決
定
の
場
合
 
 

と
異
な
る
。
」
旨
判
示
し
て
い
る
。
同
様
に
、
広
島
地
裁
昭
和
六
一
年
三
月
二
〇
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
t
一
一
号
一
〇
二
 
 

頁
）
及
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
広
島
高
裁
昭
和
六
三
年
八
月
一
〇
日
判
決
（
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三
t
一
八
号
一
貢
）
で
は
、
更
正
を
 
 

す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
確
定
申
告
書
の
記
載
が
真
実
と
異
な
る
旨
の
立
証
責
任
は
納
税
 
 

五
六
七
 
 
 



五
六
八
 
 

者
に
あ
る
と
す
る
。
 
 

（
注
六
）
竹
内
康
尋
「
国
税
不
服
審
査
手
続
と
主
張
・
立
証
お
よ
び
閲
覧
請
求
の
時
期
等
に
つ
い
て
」
（
税
理
二
七
巻
三
号
四
衰
 
参
照
 
 

（
注
七
）
 
金
子
宏
ほ
か
編
「
租
税
法
講
座
3
（
租
税
行
政
法
）
」
五
九
頁
（
南
博
方
執
筆
）
。
 
 

（
注
入
）
 
碓
井
光
明
「
更
正
の
請
求
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
七
七
号
六
入
貢
）
 
（
 

莞
）
 
「
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
処
分
」
を
取
り
消
し
た
最
近
の
判
決
に
、
東
京
高
裁
平
成
八
年
五
月
吉
判
決
 
＼
．
．
．
ノ
 
 
（
平
成
六
年
増
九
二
号
、
 

判
例
集
委
載
）
が
あ
る
が
、
こ
の
判
決
で
は
、
主
文
に
お
い
て
「
被
控
訴
人
が
平
成
二
竺
二
 
 
月
二
八
 

日
付
け
で
し
た
控
訴
人
の
平
成
元
年
分
の
所
得
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
対
す
る
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
 
 
知
処
分
を
取
 

り
消
す
。
」
と
し
た
1
で
、
「
控
訴
人
が
平
成
二
年
六
月
二
九
日
付
け
で
被
控
訴
人
に
対
し
て
し
た
平
成
元
年
分
所
 
 
得
税
の
修
正
申
告
の
「
 

申
告
し
又
は
処
分
の
通
知
を
受
け
た
額
」
中
、
分
離
短
期
譲
漂
得
を
】
億
二
三
五
五
万
円
に
、
課
税
 
 
さ
れ
る
所
得
金
額
 

を
壷
…
五
万
三
〇
〇
〇
円
に
、
税
額
、
申
告
納
税
額
及
び
第
三
期
分
の
税
額
を
そ
れ
ぞ
れ
六
二
七
二
 
 
万
九
一
〇
〇
円
 

に
霊
す
る
。
」
旨
掲
げ
て
い
る
。
更
正
類
似
処
分
説
に
近
い
も
の
と
理
解
で
き
る
。
他
方
、
那
覇
地
裁
平
成
 
 
六
年
三
 

月
表
日
判
決
（
判
例
時
報
】
五
四
盲
七
二
貫
）
で
は
、
主
文
に
お
い
て
「
昭
和
六
二
年
分
所
得
税
に
か
か
る
更
 
 
正
の
請
求
に
つ
い
 

て
、
平
成
元
年
四
月
書
付
け
で
し
た
更
正
を
す
べ
き
旨
の
通
知
処
分
を
取
り
消
す
。
」
と
し
て
お
り
、
請
 
 
求
拒
否
処
分
説
 

に
立
っ
て
い
る
と
い
、
喜
つ
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
判
例
の
立
場
は
必
ず
し
為
ら
か
で
な
い
。
 
 

（
注
】
○
）
譲
渡
収
入
の
帰
属
年
度
の
経
過
後
に
所
得
発
生
の
基
因
と
な
っ
た
契
約
が
全
息
解
除
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
全
息
解
除
に
よ
る
 
 
所
得
の
消
滅
 

の
事
実
を
所
得
税
の
確
定
申
告
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
壷
判
決
 
 
 



（
東
京
地
裁
昭
和
六
〇
年
岩
月
二
三
日
判
決
、
訟
務
月
報
三
二
巻
六
至
三
四
二
頁
）
は
、
法
定
申
告
期
限
ま
で
に
全
息
解
 
 

除
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
収
入
の
不
発
生
を
前
提
と
し
た
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
法
定
申
告
期
限
に
生
じ
 
 

た
全
息
解
除
に
つ
い
て
は
、
期
限
後
申
告
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
全
息
解
除
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
場
合
に
 
 

限
っ
て
、
更
正
の
請
求
の
手
続
に
よ
り
期
限
後
申
告
に
係
る
税
額
等
の
減
額
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
 
 

が
、
そ
の
控
訴
審
（
東
京
高
裁
平
成
元
年
一
〇
月
一
六
日
判
決
、
行
政
事
件
裁
判
例
集
四
〇
彗
○
号
高
三
七
頁
）
及
び
上
 
 

告
審
（
最
高
裁
判
所
平
成
二
年
五
月
二
日
判
決
、
訟
務
月
報
三
七
巻
六
号
一
〇
八
〇
頁
）
は
、
納
税
者
が
そ
の
有
す
る
資
産
 
 

の
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
所
定
の
申
告
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
譲
渡
行
為
が
無
効
で
あ
り
、
そ
の
行
為
に
 
 

よ
り
生
じ
た
経
済
的
成
果
が
そ
の
行
為
の
無
効
で
あ
る
こ
と
に
基
因
し
て
失
わ
れ
た
と
き
は
、
右
所
得
は
格
別
の
手
続
を
要
せ
 
 

ず
遡
及
的
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
後
に
右
所
得
の
存
在
を
前
提
と
し
て
決
定
又
は
更
正
を
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た
（
た
だ
し
、
本
件
は
、
譲
渡
所
得
発
生
の
基
因
と
な
っ
た
譲
渡
契
約
の
合
意
解
除
後
、
譲
渡
代
 
 

金
が
課
税
処
分
時
点
ま
で
に
返
還
さ
れ
て
な
く
、
譲
渡
収
入
が
現
実
に
消
滅
し
て
い
な
い
と
し
て
、
更
正
処
分
を
適
法
と
し
て
 
 

い
る
。
）
。
 
 

な
お
、
大
阪
平
成
八
年
七
月
二
五
日
判
決
（
税
経
通
信
五
嘉
一
五
号
≡
一
頁
）
は
、
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
確
定
 
 

し
た
後
に
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
取
引
行
為
に
合
意
解
除
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
税
法
上
の
更
正
手
続
を
採
 
 

る
こ
と
な
く
、
当
然
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
既
に
確
定
し
た
課
税
標
準
等
が
是
正
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
 
 

る
と
す
る
。
 
 

（
注
二
）
村
上
敬
一
、
璽
同
裁
判
所
判
例
解
説
（
民
事
編
、
昭
和
五
七
年
）
一
六
三
頁
で
は
、
「
処
分
後
の
＝
疋
の
事
実
の
発
生
に
よ
 
 

五
六
九
 
 
 



五
七
〇
 
 
 

リ
、
課
税
処
分
が
前
 

提
と
し
た
法
律
状
態
が
遡
及
的
に
変
動
し
覆
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
（
事
実
関
係
と
違
っ
て
、
法
律
状
 
 
 

態
の
遡
及
的
変
動
は
十
分
観
念
し
う
る
の
で
あ
る
。
）
の
で
あ
っ
て
、
本
件
は
そ
の
よ
う
な
例
で
あ
り
、
課
税
標
準
等
の
計
算
 
 
の
基
礎
と
な
っ
た
私
法
↓
の
契
約
等
が
詐
欺
、
脅
迫
等
を
理
由
と
し
て
取
り
消
さ
れ
た
り
解
除
さ
れ
た
場
合
、
右
契
約
等
が
官
 
 
公
署
の
許
可
等
に
か
か
る
と
き
に
右
許
可
等
が
 

後
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
課
税
処
 
 
分
は
結
果
的
に
後
発
的
事
由
に
よ
っ
て
遡
及
的
 

に
生
じ
た
法
律
状
態
に
は
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
。
た
だ
 
し
、
結
論
は
後
記
注
〓
ハ
の
 

と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
注
≡
申
告
内
容
を
自
己
の
有
利
に
是
正
す
る
方
式
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
更
正
の
請
求
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
「
更
正
 
の
請
求
の
排
他
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
 
 

（
注
】
三
）
可
部
恒
雄
「
違
法
判
断
の
葦
時
」
（
「
露
事
訴
訟
法
講
座
8
行
政
訴
訟
I
」
所
収
）
二
三
妾
、
河
村
嘉
「
違
法
 
 
判
断
の
基
準
時
・
判
決
の
効
力
」
（
「
裁
判
実
務
大
 

系
2
0
租
税
争
訟
法
」
所
収
）
望
九
頁
参
照
 
 

（
注
垂
泉
徳
治
・
大
藤
敏
・
満
窃
彦
「
租
税
訴
訟
の
審
理
に
つ
い
て
」
完
○
頁
 
（
注
＝
皐
 

∵
前
掲
の
雷
裁
判
所
判
決
で
は
、
「
課
税
処
分
時
点
」
ま
で
に
所
得
の
消
滅
事
由
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
 
課
税
処
分
の
適
法
性
を
論
じ
て
い
る
。
 
 

（
注
＝
ハ
）
前
掲
村
1
書
で
は
、
「
あ
る
処
分
が
さ
れ
た
後
に
当
該
処
分
が
前
提
と
し
た
事
実
関
係
又
は
法
律
状
態
に
変
動
が
あ
っ
た
場
 
 
合
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
処
分
の
効
 

力
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
と
す
べ
き
か
又
は
そ
れ
を
取
り
消
し
若
し
く
は
 
 
変
苧
べ
き
か
は
、
先
ず
行
政
庁
に
お
 

い
て
第
】
次
的
判
断
権
を
行
使
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
司
法
権
は
、
行
政
庁
の
判
断
 
 
の
事
後
審
査
を
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
行
政
庁
が
 

事
実
関
係
又
は
法
律
状
態
の
変
動
に
対
応
し
た
措
置
を
採
ら
な
い
こ
と
の
不
作
 
 
 



為
の
適
合
を
問
い
う
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
の
が
現
行
法
の
行
政
救
済
制
度
の
基
本
的
仕
組
み
で
あ
り
」
（
一
六
七
頁
）
、
 
 

「
〓
疋
の
後
発
的
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
所
定
の
期
限
内
に
〓
疋
の
是
正
措
置
を
求
め
う
る
と
い
う
個
別
的
な
方
途
が
講
じ
 
 

ら
れ
た
以
上
、
そ
れ
に
該
当
す
る
場
合
の
救
済
は
専
ら
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
の
が
法
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
す
 
 

る
。
行
政
不
服
蕃
査
に
お
い
て
も
、
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
注
一
七
）
前
掲
の
最
高
裁
判
所
判
決
参
照
 
 

（
注
一
入
）
昭
和
三
六
年
三
月
「
税
制
調
査
会
答
申
及
び
そ
の
審
議
内
容
と
経
過
の
説
明
」
五
五
入
頁
で
は
、
本
来
課
税
さ
れ
る
べ
き
 
 

所
得
に
代
わ
る
性
質
を
も
つ
補
償
金
及
び
損
害
賠
償
金
等
は
課
税
所
得
を
構
成
し
、
資
産
の
損
害
に
対
す
る
補
償
金
等
は
、
そ
 
 

の
損
害
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
評
価
益
に
は
課
税
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
非
課
税
と
す
る
と
す
る
。
 
 
 



富   舗坤   茅  

苛  
翌  

童   
田  
蕗  

ロコ   

トー  
⊂人）     げゝ  

臼     臼  の  
亡人〕  
CJ  

く．⊂〉   ⊂＝）  

Cく） ト 

ーl CJ  

、J  
せ  

⊂＝〉  の u  

⊂⊃  トー   坤   

ト・J  

同    亡人〕  
Cく）  
－・・］  同  ロ］  困【湖 畠l 3労  

同  
トドゝ．   〔Jl  コIlll 皿肝  

⊂⊃   ⊂；⊃  

⊂＝〉   く⊃  鶉  

困L舗  

⊂⊃  同 Cに〉  田 匂   ト・一   
く．D  トー 亡人）  

⊂⊃  同  
⊂＝〉  Cロ  ト」   鶉   

3 忍  TW渦   
嵩 田    什 糾・       耶薄目   
缶シ  ー酔      トドゝ  3臣・樽   

＼ニ  ロ      ト⊥  志望        の   

闘        誉丹Å  ）血1   

瀬  

（：＝⊃  く工〉  
同   ロ］   コl仙     CO   トFゝ  田  

トーl  甘   

、・J  ⊂＝〉  Cl⊃   同        同   ト」  くト  

⊂＝⊃                                              ⊂＝〉  Cu  l一一  バ   

トーー   
Cl⊃  

⊂人）    トー  同   嵩  湘   
Cn  00   匂  謝   
⊂＝）  

－－J   ⊂＝〉  ト・一 ⊂人）   00  落   
⊂⊃  

⊂⊃   ⊂＝）  同 （J   同 く）○   

⊂⊃  ⊂＝）  トー   糾  

の  

⊂＝）   00 ト 

（．亡）  ・■  
、・J  

コIlll こト  

⊂＝）  

⊂⊃  同 〔Jl   

く．⊂〉  

忘 貢［  

⊂＝】  トー  
⊂J  

⊂⊃  
⊂＝）  
⊂＝）  ：日  

望
郷
一
「
難
準
〓
糊
か
抽
d
8
甫
罫
囲
Q
丑
嚇
」
 
 

五
七
二
 
 



望
郷
N
 
「
嘲
腑
忍
惑
亜
白
意
読
」
 
 

H
N
．
〕
．
－
∞
．
割
寄
什
匡
3
謝
湘
漕
聾
 
 

（
講
師
〓
帥
遥
N
O
d
芦
≠
毒
紗
－
遥
N
対
空
 
 

H
N
一
岩
．
N
∽
献
薄
完
紗
3
繊
困
（
〓
帥
誓
書
d
コ
）
 
 

ロ
N
．
岩
．
N
の
翌
朝
蒜
萌
蹄
轍
群
雲
南
側
渚
3
料
苛
 
 

H
N
．
－
N
．
－
N
湘
仙
A
荘
倒
苓
け
詩
碑
粁
謝
 
 

（
完
紗
〓
帥
声
道
司
ヨ
紗
ノ
 
〓
帥
璽
仲
南
ン
妙
3
断
頭
ノ
ヰ
3
妙
 
 

へ
防
潮
芸
）
 
 

H
∽
．
P
－
∞
 
削
加
瀬
き
3
背
義
歯
ぎ
 
 

H
∽
．
－
N
一
隅
 
荘
柵
語
南
堀
副
港
僻
苓
樽
謳
賀
 
 

H
サ
A
．
∽
○
 
芯
㈱
孫
南
堀
部
親
側
蔀
〔
J
r
ノ
バ
堂
労
 
 

H
㌣
－
．
－
N
 
加
匪
A
口
湘
彗
望
洋
（
響
弊
湖
づ
宗
薄
）
 
 

嚇
 
淋
 
雷
 
蔀
 
 

H
∽
．
∽
．
－
∽
謝
蕪
認
毒
口
J
〔
ノ
バ
骨
叩
 
 

H
∽
．
P
－
N
対
韓
講
師
3
回
寿
剖
詩
碑
植
野
什
「
べ
湖
－
労
組
目
3
轟
鶉
 
 

（
歯
科
N
∽
㊤
3
盗
国
吉
）
 
 

H
ナ
チ
鼻
 
訓
加
瀬
き
3
声
道
「
障
描
萱
‖
事
〓
労
困
畠
3
瑚
鴇
（
歯
鮮
 
 

N
∽
（
…
）
桓
3
遊
園
再
転
落
）
 
 

H
隅
．
㌣
－
の
 
拇
印
付
ヰ
Å
仰
渥
温
聖
母
二
郎
3
園
誉
（
単
困
畠
3
釦
鶉
〔
 
 

茸
「
バ
）
 
 
 

H
料
．
P
－
 
瀬
瑚
鄭
せ
匪
バ
 
 

H
鼻
．
0
0
．
N
0
0
 
瀬
謝
労
帥
（
1
碧
背
逼
「
）
 
 

H
今
戸
N
∽
 
嚇
掛
謝
果
 
 
 

H
P
－
－
．
N
∽
難
落
（
－
碧
声
道
「
）
 
 
 

糾
弾
 
戴
 
藩
 
吟
 
寒
 
菊
 
 


	表紙
	はじめに
	一　事実の概要
	二　研究



